
第１６回東京都聖火リレー実行委員会について 

 

１ 開催日 

 令和２年１０月２２日（木）（書面開催） 

 

２ 委員 

  会 長：多羅尾光睦 東京都副知事 

  副会長：山﨑  孝明 特別区長会会長（江東区長） 

      清水  庄平 東京都市長会会長（立川市長） ほか 

 

３ 議題 

（１）新たな聖火リレーの実施概要について 

   ９月２８日に組織委員会から公表された新たな聖火リレーの日程等を報告 

① 新たな日程等 

〇 オリンピック聖火リレー 

    ・実 施 期 間：１２１日間＜2021年 3月 25日～7月 23日＞ 

            うち東京都内１５日間＜7月 9日～7月 23日＞ 

    ・セレブレーション：１１３回（うち東京都内１４回） 

    ・聖火ランナー：既に決定したランナーが優先して走行 

    ・実施区市町村：原則として変更しない予定 

    ・走行ルート等：従来の走行ルート等を維持する予定 

   〇 パラリンピック聖火リレー 

・実 施 期 間：８日間＜2021年 8月 17日～8月 24日＞ 

            うち東京都内５日間＜8月 20日～8月 24日＞ 

    ・セレブレーション：３回（全て東京都内） 

    ・聖火ランナー：今後決定予定 

    ・実施区市町村：原則として変更しない予定 

    ・走行ルート等：今後決定予定 

② 主な簡素化の内容 

・ 聖火リレー隊列の一部車両の削減、セレブレーションの装飾等の見直し 

③ 新型コロナ対策 

・ 安全・安心なリレーの実施に向けて検討中。今後、具体的な対策案を 

取りまとめて公表される予定 

 

（２）令和２年度（2020年度）事業計画の改正について 

新たな聖火リレーの日程が決定したことから、本年度事業計画を改正 

・改正前：計画策定・実施準備、リレー、セレブレーション等の運営 

・改正後：計画策定 
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１ 新たな聖火リレーの実施概要

〇新たな日程等

〇準備・実施内容の簡素化

組織委員会は、９月２８日、来年実施する聖火リレーの実施日程や簡素化等の概要を発表

オリンピック聖火リレー パラリンピック聖火リレー

実施期間 121日間＜2021年3月25日～7月23日＞
（東京：7月9日～23日）

８日間＜2021年8月17日～8月24日＞
（静岡・千葉・埼玉：8月17～19日）
（東京：8月20日～24日）

セレブレーション 実施回数変更なし
全国：113回（うち東京：14回）

実施回数変更なし
東京：3回

聖火ランナー 既に決定したランナーが優先して走行 公募は2020年2月時点で応募した方が
対象（今後決定予定）、ランナー総数
や3人1組の走行方式は変更なし

リレー実施区市町村 原則として変更しない予定 原則として変更しない予定

走行ルート、セレブ
レーション実施場所

維持する予定。今後やむを得ない事情
がある場合は変更する場合あり

今後決定予定

オリンピック聖火リレー・パラリンピック聖火リレー

主な簡素化の内容 聖火リレー隊列の一部車両の削減
セレブレーションの装飾や機材の見直し など

新型コロナ対策 安全・安心なリレーの実施に向けて検討中
今後、具体的な対策案を取りまとめて公表予定
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改正内容（案）

２ 令和２年度(2020年度） 事業計画の改正について

改正前 改正後

・計画策定・実施準備業務
運営マニュアル、警備計画の策定、資器材手配等の実施準備

・リレー運営、ミニセレブレーション、セレブ
レーションの運営業務

・計画策定業務

運営マニュアル、警備計画の策定

組織委員会から新たな聖火リレーの実施日程、概要が公表されたため、令和２年度事業計画を以下の
とおり改正する。




